
川端康成｢散りぬるを｣論-｢合作｣としての｢小説｣
へ-)(2)

｢散りぬるを｣は､川端康成噌身が｢或る犯罪記録の潤色｣と述

べているように現実の殺人事件およびその｢記録｣に基づ-小説であり､昭和五年～十年前後にかけて数多-発表された警察の｢捜査

)ii･面

記録｣　に基づく諸テクスト等と合わせて､｢実録的犯罪小説｣と括

(4)

られるテクスト群の一編として位置付けられている｡こうした｢犯罪小説｣群は､素材的な特異さもあって､川端テクストの中でもしばしば｢異色｣なものとして扱われてきた｡しかし､｢犯罪小説｣群の第二作と見なされる｢鬼熊の死と踊り子｣　(昭和五年)　が所謂｢浅草もの｣　の一篇としてあったということも示唆するように､こうした諸テクストはむしろ､(現実)のコンテクストとの交通を多様に試みていた初期川端文学の脈絡の中で位置付けることができると考えられる｡そしてこうした｢犯罪小説｣群の中でも､｢散りぬ

(5)

るを｣は川端の高い自己評価とあわせて､代表的なテクストとしての位置を与えられてきたと言っていい｡

しかし､川端の｢犯罪小説｣が全般的に研究史からの｢排除領域｣

(6)

であったと言われるように､｢散りぬるを｣もまた三島由紀夫によ

仁　平　政　人

(71

る解説等を例外として､長く十分な分析の対象となることもな-閑却されつづけてきた(その意味で､このテクストの評価に川端が｢ま

一°〇一

だ正当な批評を受けてゐない｣という不満を漏らしてから､半世紀以上にわたり事態は殆ど変化することがなかったと言っていいだろラ)｡一九九〇年代以降になって､｢多層な語りの切り結び｣からなるテクストの機構を詳細に検討し､｢犯罪という物語｣　に対する批

(9)

評性を捉えた新城郁夫氏の見解や､素材となった事件･文献の解

(川ノ

明と､それに基づ-テクストの検討を行なった小林芳仁氏､片山

(‖)

倫太郎氏の諸論考が示され､このテクストに対する本格的な研究はようやく緒についたと言える｡近年では､横光利一が後に提起する｢純粋小説論｣　(『改造』昭和十･四)　との共通性を指摘する真鍋正

(_2)

宏氏の論や､昭和初期の｢写真論｣　の問題系の中で｢散りぬるを｣

へ_3)

の位相を捉える樋口久仁氏の論のように､多様な視点からの見解が示されている｡こうした研究状況は､川端の｢犯罪小説｣全般に対する検討が進められつつある近年の研究動向と並行していると言え
〓

よう｡
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ところでこのテクストに対しては､早-に三島由紀夫が川端の戦

(_5)

後作品の｢解説的な役割｣を見出していたことをはじめ､その｢小説｣をめぐるメタフィクション的な自己言及において､川端による
一種の｢小説論｣としての性格がしばしば捉えられてきた｡こうした視点は､本論も必ずしも否定するものではない｡ただし従来の議論では､ともすれば語り手｢私｣の｢小説｣に関する言説を部分的に取り上げて川端の小説観･審美観などと直接的に結びつけ'あるいはテクストの問題を(文学)/(現実(または記録文書))といぅ二項対立的な構図に収めてしてっといった傾向があったことも否定しかたい｡こうした傾向の下で等閑視されてしまうのは､何よりも｢散りぬるを｣が示す特異なディスク-ルのありようであり､またそれが持つ意義ではないだろうか｡

以上の点を踏まえ､本論では｢散りぬるを｣について､現実の(事

件)をめぐる言説の受容や､様式的な特質を視野に入れて分析することを通じ､川端文学におけるその位相を再考する視座を開-ことを課題とする｡

二

検討にあたり｢まず｢散りぬるを｣の素材となった事件､および

作中で引用される｢捜査記録｣等の典拠となったテクストについて確認しておきたい｡

｢散りぬるを｣は､｢五年前｣に起こった殺人事件で弟子であっ

た二人の女性(瀧子･蔦子)を失った小説家｢私｣が､事件に関する唯一の｢残された｣ものである｢訴訟記録｣を読み､あるいは自

一四

らの記憶を辿りつつへ　その思考を｢小説｣として記述していくという枠組みを持つテクストである｡この作中に描かれる事件については､小林氏が作中の日付に関する記述(｢五年前｣の｢八月一日｣)を手かかりに､昭和三年八月一日に起きて新聞等でも大き-報じられた｢女性理髪師二名絞殺事件｣に基づいていることを明らか

(_6)(_7)

にした｡その後､片山氏の調査により､作中で数多-取り上げられる｢調書｣や公判の記録､｢予審終結結審書｣､あるいは精神鑑定の記録などといった文書類が､全て菊地甚一の著書『病的殺人の研究』(南北書院へ　昭和六･七)　から､若干の修正や改変等を施され
(18)

っっ､｢ほとんどそのままの形で｣引用されたものであることが明らかにされている｡もちろん､語り手｢私｣と被害者との関係をはじめとした小説独自の設定をふまえても'テクストの物語世界内の出来事と外的な現実の事件とを単純に重ね合わせることはできない｡ここで問題とすべきは､あくまで｢調書｣をはじめとして､数多-の法的な言説を対話の相手として取り込むことにより成立しているテクストの性格であるだろう｡以上のことを踏まえつつ､｢散りぬるを｣と『病的殺人の研究』との関係について､簡単に検討を試みておきたい｡

『病的殺人の研究』は､刑事事件の被告人の精神鑑定に多年携わ

っていた著者･菊地甚一が､過去の鑑定から十例を取り上げて紹介した書物であり､｢女性理髪師二名殺人事件｣の被告人(同書中では｢山川通夫(仮名)｣)　の事例は､その中で｢変質者　その三-二人殺し-無期懲役I｣として取り上げられている｡菊地は同書の｢緒言｣で'精神医学の｢科学｣的な｢真理｣の追究が裁判における鑑



定の重大な｢責任｣に直結しているとすると共に､鑑定者により結果が異なってしまう(それにより｢司直の判断を誤らしむる｣)　場合がある現状を問題視し､より適切な｢精神病と法律学の｣｢交渉｣

一国一

に寄与することを目的として掲げている｡筆者が携わった鑑定の中でも｢例証｣たりうる事例を取り上げ､｢鑑定書に塞いて｣｢一見矛盾や撞着の甚しいやう｣な被告人の｢言葉や思想｣をそのまま引用しっっ　(同書｢序文｣)､それに対する自らの分析(鑑定結果)　を示すという同書の特徴的な形式は､こうした目的の下で成立しているのである｡

さて､この『病的殺人の研究』と｢散りぬるを｣との関わりは､

単に｢訴訟記録｣を引用する上で参照された文献という点に留まるものではない｡例えば片山氏も指摘するように､様々な｢調書｣等の文書を並べ､その差異に目を注ぐ｢散りぬるを｣のあり方は､自らの犯人への聴取･精神鑑定の記録を刑事･検事らの調書や公判記録等と並置して検討を行なう『病的殺人の研究』の叙述をある程度踏まえることによって成立していると見ることができる｡また､事件が裁判で｢変質者｣の｢意識混濁｣中の犯行と認定され､にもかかわらず｢無期懲役｣を宣せられたという､｢散りぬるを｣冒頭の(物語内容の前幌を為すというべき)記述も､自らの精神鑑定記録等と合わせて｢無期懲役｣という判決結果のみを記載する菊地の記

曲囲富

述に導かれていると考えられよう｡以上のような意味で､『病的殺人の研究』の受容は､素材や引用文献といったレベルにとどまるものではな-､その物語内容や様式的特質まで含めて､｢散りぬるを｣の成立に大きな役割を果たしていることは確かである｡

ただし､『病的殺人の研究』の構成を解体し､同書中に収められ

た記録類と､菊池の　(本来メタレベルにあったはずの)　分析的記述とを同列のものとして引用してしまうという点も示唆するように､｢散りぬるを｣は､菊池の著書を無批判に枠組みとして受容しているというわけではない｡実際､この二つのテクストを並べて見るならば､裁判に貢献するような事件の｢科学的｣な(真相)を追究しょうとする菊地の記述と､｢訴訟記録｣が持つ　｢小説｣性=虚構性を繰り返し強調する｢散りぬるを｣とは､方向性において対照的とも言うことができるだろう｡特に､｢散りぬるを｣　の特質として注意したいのは'片山氏も顕著な｢執拗｣さを指摘するような､各調書問を比較対照し､その｢小異｣を詳細に拾い上げようとするあり方である｡片山氏はこうした｢私｣　のあり方に､｢菊池の医学的で

曲訓画

客観的な記述｣と対照的な｢不気味な迫力｣を捉えている｡しかし､より重要なのは､こうした｢散りぬるを｣のあり方が､｢医学的で客観的｣であることを装う菊地の記述の虚構性をあぶりたしてしまっているということであろう｡

まず､『病的殺人の研究』　の記述について確認しておこう｡菊地

は自らの尋問で示された､犯人の｢何処までが本当であるか'自分でもわからな-なった｣｢実際申しますとその後はよくわかり烹せんです｣といった絞殺の経緯に関する記憶の曖昧さを示す発言に注目し､それ以前の記憶の明確さと対比して､｢つ○よ｣を｢誤って傷けた｣　ことにより｢驚愕のために｣｢意識界に障害を招来して茫然となった｣ものと解釈している｡このような解釈が､犯行を｢一時的｣な｢意識障害｣のさなかのものと認定する法医学的な判断の
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根拠となっていることは明瞭だろう｡片山氏は菊地が犯人の供述の曖昧さにおいて他の｢調書｣に｢疑念を抱いた｣可能性を指摘し､そこに｢調書の虚構性｣　への意識の｢萌芽｣を読み取っているが､同書から判断する限り､こうした供述の曖昧さは菊地においてはむしろ殺人行為の(真相)に関する雄弁な証言と見なされていると言える｡
一方､｢散りぬるを｣の語り手｢私｣もまたへ犯人たる三郎の｢ど

こまでがほんたうに私が自分でその時のありさまを覚えてゐたことなんですか､(中略)　今頭にあるものが､この二つのうちどっちたかはっきり区別出来な-なってしまった｣といった供述の曖昧さを示す言葉を繰り返し取り上げ､そのことを｢調書｣が｢合作の小説｣であるという主張の根拠としている｡しかしここで留意したいのは､こうした｢私｣の各｢調書｣間の｢小異｣を取り出そうとする試みが､『病的殺人の研究』では意識明瞭時の行為と見なされているへ瀧子(『病的殺人の研究』では｢つ○よ｣)　に対する刺傷以前の行為に関する｢陳述｣に対して､その｢あやふや｣さ･不確かさを浮き彫りにする方向で示されているということである　(蚊帳の吊手が切れた経緯､そして殺人の起こる｢重大｣な契機を為したはずの｢三郎の跨った｣位置)｡すなわちこうした｢私｣の語りは､菊地が設定しようとする｢正気｣と｢狂気｣(｢意識障害｣)　の分節を無効化し､三郎の｢自白｣全体に関わる｢小説｣性-虚構性を取り出していると言うことができよう｡このように｢散りぬるを｣の記述は､事件に(｢膜臆状態｣による犯行)という(真相)を与えようとする菊地のいわば精神医学的な欲望を脱臼してしまう性格を持ってい

一六

ると言っていい｡

なお､このような｢散りぬるを｣の性格は､作中における次のよ

うな言葉とも明瞭に連動していると考えられる｡

-勿論､狂気と正気とのけちめは明らかでないといふ意見を推し進めると､狂気もなければ正気もないといふところに落ちつく｡この世のすべてのものごとは､ことごとく必然であって､またことごと-偶然であるといふのに似てゐる｡結局､必然と偶然とは同じであるといふことにならぬと､この問題はかたがつかない｡しかしそんなところまで考へてゐては'裁判など出来るものであるまいから､山辺三郎が無期懲役になったつて､私は異論をとなへやうとは恩はない｡裁判官の務めは､そこらあたりで終ってゐるのたらう｡

この一節は､｢狂気の犯罪｣の善/悪をめぐる思考から､｢私｣が
｢狂気と正気｣や｢必然と偶然｣といった二項対立的な概念の問題化へと思考を進めてい-箇所である｡ここで｢私｣は､｢狂気と正気｣　(すなわち犯罪という結果に見合う合理的な｢動機｣が認められるかどうか)　をめぐる判断について､思考を徹底すればこうした二項対立自体が成り立たな-なるということを指摘する｡この問題が因果関係一般へと拡張されたものが､｢必然と偶然｣という問題であることは言うまでもあるまい｡こうした観点から､｢私｣は因果関係(｢動機｣の有無など)を問うことを通じて｢事件｣の社会的な意味を設定する司法的判断(｢裁判官の務め｣)を､思考の徹底



の回避において成り立つものに過ぎないと位置付ける｡このような｢私｣の思考を最も明瞭な形で提示しているのは､テクストの後半に見られる､｢所詮すべての言葉も無期懲役といふ刑罰も同じやうな遊びなら､-｣という言葉であるだろう｡ここに示されているのは､言語一般(｢すべての言葉｣)　も社会的な営為としての｢刑罰｣も､同様に　(｢事実｣自体からは切り離された)　｢遊び｣=人為的な虚構として捉える認識に他ならない｡訴訟記録や精神医学言説の持つ構築性=｢小説｣性を絶えず別出し'その読みかえを試みる｢私｣の語りは､このような思考と明頂に対応していると見ることができる｡

以上の意味で､川端の他の｢実録的犯罪小説｣に見出されてきた､

(23一

事件の(真相)に向かう目的論的な思考を解体するような性格を､この｢散りぬるを｣が共有していることは明瞭だろう｡そしてこうしたテクストのあり方には､雑誌等のメディアを通じて｢犯罪｣を

田脚曲

めぐる言説が数多く流通していた昭和十年前後の言説空間､あるいは､犯罪に至る｢人間｣的な動機の解明(=意味づけ)　をモチーフ

(25一

とする体の　(定型的な)　｢探偵小説｣　に対する批評性を見ることも可能だと考えられる｡
ただし､以上のような｢犯罪｣に対する批評的な性格を過度に強

調するならば､このテクストの重要な性格をとりのかずことにつながるように思われる｡いささか先走って言えば､｢散りぬるを｣において｢私｣の思考(｢私の小説｣)　は､｢訴訟記録｣に対して批評的な位置に立ち続けるわけではな-､むしろそれらとの複雑な絡み合いにおいて成立していると見られるのである｡以下､その具体的

な消息について､検討を進めることにしよう｡

三瀧子と蔦子とが蚊帳一つの中に寝床を並べながら､二人とも'

自分達の殺されるのも知らずに眠ってゐた｡少-ともはっきりとは眼を覚まさなんだ｡-　といふことは､無期懲役を宣告された加害者山辺三郎も一昨年獄死し､もう事件から五年も経た今となれば､私を一種の阿呆らしい虚無感に落すよりも､むしろ一種の肉体的な誘惑を感じさせるのである｡私は彼女等の骨も拾ってやったこととて､彼女等の肉体を灰にするために､火葬場の釜へ電火の入る､ごおうといふすさまじい音も聞いたのであるが､彼女等の若さは､やはり私から消え去らない｡うっかりすると､今でも私は目の前のそれをとらへようとする思ひにかられてゐることがある｡

右の冒頭部に示されるように､｢散りぬるを｣は､｢私｣が殺人事

件から五年を隔てた時点において､事件のあり方及び被害者たる女性達に惹き付けられ､｢それをとらへようとする思ひにかられ｣るということを示す所から始まる｡そして以降'事件に関する唯一の｢残された｣ものである｢訴訟記録｣を読み､あるいは瀧子達に関する記憶を辿りつつへ｢失ほれた過去｣に向けて思考をめぐらし､｢小説｣として綴ってい-｢私｣の語りにより､テクストは形づくられていくことになる｡

こうした｢私｣の語りは､冒頭から度々示されるように､事件時
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に｢二人とも､自分達の殺されるのも知らずに眠ってゐた｣という(事実)と､それを通じて見出される瀧千･蔦子の｢生き生き｣した｢若さ｣や｢生命｣などに｢誘惑｣されることにおいて動かされ

(描)

ているとされる｡この瀧子たちの｢生命｣は､｢文章には現はすのかむづかしい､生命の秘密｣や｢とらへかたいもの｣というように､｢私の小説｣において表象し難いものとしての位置を与えられつつ､それに近づ-ように｢私｣の思考を誘ってい-と言うことができる｡新城氏は､この瀧子たちの｢生命｣を､｢書き出すこと現前させることの不可能な｣｢非在｣　のものと位置付けつつ､そこに｢私の小

へ27-

説｣を｢脱=中心化｣する性格を見出している｡しかし､そもそも｢私の小説｣が正し-こうした｢生命｣をめぐって語り出されていることも示唆するように､｢とらへがたい｣｢生命｣なるもの　(あるいは｢生命｣　の表象不可能性という事柄)　もまた､｢私の小説｣を構成する一つの(物語)であると言うべきではないだろうか｡その意味で∵まずはこの｢私の小説｣のあり方について､慎重に確認する必要があるだろう｡

ここで注意しておきたいのは､｢私｣が瀧子たちの｢生命｣を見
出してい-事件のありよう(あるいは二人の｢眠り｣)　が'そもそも｢訴訟記録｣の内容に基づ-ものだということである｡言い換えれば､｢肉体的な誘惑｣というように身体的･直接的な形で受け止められるこの｢生命｣なるものは､あくまで｢調書｣の言葉に導かれることで見出されるのである｡｢調書｣　の｢小説｣性をたびたび明示し'また｢こんなものを写し取っておきさへしなければ､-｣といった否定的な感慨を示しっつ､瀧子たちの死を考える上で｢私｣

一人

が｢調書｣に絶えず立ち戻り続ける　(｢すごすご訴訟記録に帰｣る)ことの理由は､ひとつにこうした点に認めることが可能だろう｡

また､こうした｢生命｣　へのまなざしが､事件からの五年という

時間的な距離を媒介とすることで成立しているということも見過ごすべきではない｡｢私｣は事件の｢むごたらしい｣現場･｢殺されたありさま｣を実際に目にしており､その印象を元に､当初｢そんな安楽往生の死にざまではなかった｣と三郎の自白の｢嘘｣　に批判を差し向けていたとされる｡そのような自身の印象が時を経て薄まり､｢調書｣に示された死のありように｢誘惑｣されうるようになった地点から､｢散りぬるを｣は語り出されているのである｡

このような｢私｣　の｢生命｣をめぐる視線の性格は'従来も多-
取りあげられてきた､瀧子の写真に関する次の場面と対応している｡

凶行の現場臨検の際の写真を､瀧子の刺傷を明らかにするた

め引き伸ばしたものらしく　私は彼女の胸の大写しを見せてもらつたことがあるが､写真機のせゐか､光線のせゐか､奇怪な出来上り具合だったので'変に生々しかつたのを覚えてゐる｡例へは､髪の毛は一筋づつ数へられるほどはっきり写ってゐるのに'広い胸は乳房のふ-らみも分らぬ程ぼうっと広い平面で､その-せ腋の下の殻が見えた｡眉と鼻の穴とが鰭かで､閉ぢた目とこころもち開いた膚とは夢のやうにぼやけてゐた｡(中略)首を思ひきりのけ反って､髪は解けてはゐないが､耳のうしろから襟首まですっかり生際が見えるほど振りみたして､ぐしょ濡れのやうに感じられた｡傷を見せるためだらう､血はきれい



に拭き取ってあった｡薄墨の乳量の下に､えぐれた深さを思はぜる黒で､傷口が写ってゐた｡

私が顔をしかめて横向いたのはこの傷跡のせゐだったけれど

も､それはただの偽善に過ぎな-て､まことは彼女のあらはな生命への驚嘆をごまかしたのであらうとへ　今は思ふ｡恐怖や苦痛の陰もな-放窓に体をあけひろげて歓喜の極みのやうに見えた｡

この瀧子の写真については､従来､そこに写しだされる瀧子の｢む
れるやうな生命｣､あるいはそれが写真を通じて現前するという｢恐ろしい偶然｣が注目されてきた｡例えば樋口氏は､この写真の性格について､同時代的な写真論の文脈も視野に入れながら､写真=｢機械の眼｣が捉える身体の｢無意味な細部｣が｢｢死｣という主題から逸脱しているがゆえに､逆に彼女の(むれるような生命)という

へ28)

意味を表象する｣ものと論じている｡興味深い見解であるが､ただしこの作中の写真が､樋口氏の前提とする正確な(再現=表象)機能という文脈と明瞭に異質な性格を持っているということには注意

(29)

が必要だろう｡第一に確認しておきたいのは､｢私｣の｢生命｣を見出す視線が､写真の｢ぼやけ｣た｢奇妙な出来上り具合｣に導かれたものだと見られることである｡セルジュ･ティスロンは､写真における｢プレ･ボケ｣が果たす役割として､｢死者｣ではなく｢生

一00)

者を性格づげろ｣事物の｢生成｣を示す性格を指摘しているが､瀧子の写真に対して｢生命｣を見出す｢私｣の視線は､このような写真の｢同一でもな-､といって全-異なるわけでもない｣｢生成｣

の状態　(ティスロン)　において成り立っていると見ることができよう｡換言すれば､瀧子の｢生命｣とは彼女の実体的な｢身体｣そのものを起源とすることのない､写真という複製技術の作用として生み出されていると考えられる｡

また､こうした｢私｣のまなざしが､あ-まで回想の中の写真に

向けられているということにも留意したい｡すなわち､｢今は思ふ｣という回想性を明示する表現も示唆するように､｢私｣の｢生命｣を見出す視線は､五年という距離を媒介に､当初｢目を背けさせた｣要因であったとされる｢深い傷の穴｣　(それこそ写真が焦点をあわせていたはずのものである)　から意識を外し､ぼやけた身体のありようを中心化することによって可能となっていると見ることが

(31)

できる｡この意味で､瀧子の｢生命｣を見いたす視線は､写真という媒体/時間的な距たりという二重の距離において成立していると言えよう｡

そして､このようなまなざしの性格は､｢瀧子の小説｣に写真同

様の生々しい｢裸の温かさ｣を見出す｢私｣のあり方とも対応していると考えられる｡簡略に整理すれば､瀧子の小説に対する印象は｢甚だし｣い疲労という身体的条件の下で生じたものとして語られておりへ　また輝子の文章は､現在時において具体的に参照･引用されることがない｡このように､瀧子の小説に｢生命｣を見出す｢私｣の視線は､写真とも同様に二重の距離を介することで成立していると見られるのである｡

川端は｢文学的自叙伝｣(『新潮』第三十一巻第九号､昭和九･五)

で｢散りぬるを｣に論及して'自らを｢人生｣や｢現実｣などの｢手

一九



も握らぬ｣者と自己規定している｡このことは､二人の｢死のありさま｣　の印象からその身体を｢あはただし-｣｢後始末｣してしまいつつ､言わば幾重もの距離を媒介とすることで｢生き生き｣した｢生命｣を見出してい-作中の｢私｣のあり方と明瞭に対応していると言っていい｡以上の意味で､川端文学の全体にしばしば指摘さ

(32一

れる(現実)から目を閉ざした想像的=美学的なありようを､この｢散りぬるを｣は極めて明瞭に示していると言えるだろう｡作中の｢私｣の視線に｢主観的｣･｢独我論的｣な性格を捉える片山氏の
a馳画

見解は､このような文脈において､確かに妥当性を持つと考えられる｡　　　　　　　　　　　　　/

ただし､このような｢私｣の想像的な視線は､作中で決して強固

な一貫性を備えたものとしてあるわけではない｡ここで目を向けておきたいのは､｢訴訟記録｣をはじめ､他者の言葉を読み､それに促されつつ記述が進められていくという様式である｡すなわち､テクストの多-の部分を占める｢問答｣形式の自己対話が､｢調書｣を読む中で｢自然と｣生じたものとされているように　(｢私もそれを読むと､自然とその形式を真似て-｣)､｢私｣の語りは一貫した意図に制御されるものではな-､読みつつある文章に導かれて生み

(F)

出されるものとされているのである｡このようなテクストの枠組みにおいて､｢訴訟記録｣などの言葉は､瀧子達の｢生命｣や事件のあり方をめぐる｢私｣の思考(=夢)を導きながらも､同時に､｢私｣の懇意的な思考･夢想に事件を回収させることに絶えず抵抗し(｢私の勢ひこんだ推量を裏切るかと思はれるのは､-｣など)､また､事件からの隔たりの下で思考する｢私｣自身のあり方に対する再帰

二〇

的な問いを導き続けることになる　(｢死人に口なしを幸ひ､やつとお前は自分に都合のいいことを書けるのだ｣など)｡こうした｢私｣の語りの特質を考える上で､次のような場面に目を向けてみよう｡

彼女等の葬式は無論仏式で行ほれたけれども､彼女等の死を

迎えた睡眠と仏法論の睡眠論との間に､必然の橋を架けるには､私はあまりに凡夫と言ほうか｡いや､凡夫山辺三郎の警官との合作の小説はもしかすると､なにか高遠な思ひとの間にも､必然の橋を架けてゐるのかもしれないのである｡

(中略)

-それに三郎の口舌の筆記とはいへ､要するにその意味を写せば足る記録であって､言葉の陰の三郎の心の動勢や表情は大部分失われ､芝居の筋書のやうなものに過ぎぬのでなからうか｡まして私のやうに､そのなかから瀧子と蔦子との面影をもとめようなどとは､辞書の頁から女の寝息に触れようとするとおなじ､虚しい夢であらう｡陳述の小異にこだわって取捨を迷ふより､｢予審終結決定書｣の大胆な簡略さに頭を下げて､｢強盗ヲ装フベク変装覆面シテ､同日午前二時頃､瀧子及ビ蔦子ノ寝室ナル二階六畳間二上り行キ､所携ノ短刀ヲ抜キ放チタル健､熟睡中ナル同人等二聾ヲ掛ケタルモ､容易二目覚メザリシヨリ､更こ仰臥セル瀧子ノ上二跨リテ､所携ノ短刀ヲ其胸部二擬シツツ､共肩ヲ掴ミテ揺り起シタルこ､同人ガ驚キテ両脚ヲ屈曲シ､(中略)　其盛再ビ眠り二陥リシガ､被告人ハ蔦子ノロヨリ事ノ発覚スルヲ虞レ､更二同人ヲモ殺シテ逃走スル二如



カスト決意シ､犯意継続ノ下二時余経過シタル後､階下ヨリ女物一重帯ヲ持チ来り､之ヲ同様蔦子ノ頭部二纏絡絞圧シ､窒息セシメ､以テ同人ヲモ絞殺シテ､逃走シタルモノナリ｡｣

この決定書にも､やはり私の不審はある｡｢寧ろ騒ぎ立てざ
るに先立ち｣といふのは､多分瀧子が騒ぎ立てることらし-､だから｢直ちに｣絞殺したとあるのだが､胸に短刀を突き刺されて､｢騒ぎ立てざる｣もないものである｡殊に｢其僅再び眠りに陥りしか｣とは'被告の言葉を信じたのであらうが､あの蔦子がよ-も再び眠れたものだと､私はなにか不気味な-らゐである｡

右の場面に見られるのは､｢訴訟記録｣における三郎の自白や､｢予

審終結決定書｣といった文書類の引用を挟んで､その文書類に対する評価や態度を変化させてい-｢私｣の語りのあり方である｡このような語りのありようは､｢(けれども)などという言葉によって､直前の語りの文脈に対する違和を表明し｣｢一つの物語へ統合して

(35)

いこうとする力学から逸脱して｣　い-といった特質が指摘されているように､テクスト全体を通じて思考の揺らぎや反転を提示し続ける｢私｣の語りのあり方と対応していると考えられる｡なお､こうした語りのあり方は､｢偶然に捉えられたものにリアリティを感じ
(36)

る｣といった｢私｣　の固定的な姿勢との関わりに回収されるものではない　(事実､｢私｣は作中で｢偶然｣や｢無意味｣を重視する姿勢を一貫させるわけではな-､思考の過程においてそうした立場からしばしば逸脱を示している)｡むしろそれは､｢訴訟記録｣を読む

過程を通じて､流動的に生成･変化してい-思考の様相を形象化す

(L-

るものとして位置付けられるべきだろう｡｢訴訟記録｣の膨大な引用とともに､瀧子･蔦子の｢眠り｣や生前の二人と｢私｣との関係性､犯人たる三郎のあり方など多様な事柄が問題にされつつ､確たる結論などに至ることな-異なる話題へと推移し続けるといったディスク-ルの様態は､このような語りの性格と対応していると考えられる｡

以上の意味で､｢私の小説｣は､｢三郎の自白　(=合作の小説)｣

との差異を度々強調しようとする｢私｣の言葉とは裏腹に､正し-他者の言葉との交通によって生み出される｢合作｣としての性格を顕著に示しているのである｡｢私｣　の｢小説｣をめぐる自己規定や｢調書｣に対する態度などを部分的に取り出し､そこにテクストの方向性や　(テクスト外の)　作者の意図などを見出してきたような先行研究の陥葬は'ここに明瞭だと言わねばならない｡
このような｢私｣の語りがいかなる地点に到り付-のかについて､

テクスト末尾近-の一節に日を向けてみたい｡

｢ほんのたはむれだと信じて､息が止まるまで殺されると思はず､さからひひとつせず､お前の膝を枕に眠って-れるやうな､そんな神仏のやうな殺し方がお前に出来るかね｡奇蹟だ､それは｡｣｢なんだ､それはおれが三人のためにつ-つてやつた小説ぢやないか｡｣｢さうか｡小説だったのか｡｣と､悪魔に退散されてみると､

二一



私は省みて面を赤らめる｡この一篇は訴訟記録や精神鑑定報告に負ふところがあまりに多い｡私一人の小説であるかは疑はしい｡しかし､文中諸所で述べたやうに､その記録も所詮は犯人や法官その他の人々の小説であるのだから'私もそれらの合作者の一人に加へてもらへはそれで満足である｡いづれも人間わざに過ぎぬ｡(以下略)

右の一節で､｢私｣は､直前の｢小説家｣としての自らの立場･

特権性を強調しようとする発言から反転するような形で､ここまで展開してきた｢小説｣のありようを｢省み｣ている｡そして､引用の多用という点からその｢小説｣を｢私一人の小説であるかは疑ほしい｣と述べるとともに､自身を｢小説家｣として特権的に位置付ける思考を手放し､自身の言葉を｢犯人や法官その他の人々｣による発言(｢小説｣)　と同じ平面上に位置付ける｡すなわちここでは､｢訴訟調書｣との対話を通じて形づ-られてきた｢小説｣の様態がへへ私の小説)という枠組みを逸脱してきたということが確認されるのであり､そうした脈絡において､｢私｣の｢小説｣の試みは終息すること.になる｡そしてここにおいてテクストは､｢私｣の一義的な意図などにおいて統合される(作品)としてではな-､｢事件｣に関する様々な言説が絡み合う錯綜したディスク-ルとして自らを提示していると言うことができよう｡
こうした結末が持つ意味は､むろん単に｢私｣の｢小説｣の挫折

などとして理解されるべきではあるまい｡注目する必要があるのは､iこの結末部において､｢事件｣をめぐる多様な言説群が､ジャンル

二二

的な差異(｢文学｣/｢司法｣/｢精神医学｣-)を越えて､等し-｢人間わざ｣=人為的な虚構という水準で同列に置かれていることである｡ここにおいて前景化されるのは､｢事件｣にまつわる現

(38)

実的な真相でも､また｢現実と括抗する｣｢文学｣の位相などでもな-､常に他者の言葉との交通を通じて　(｢合作｣として)　生み出され､私たちの｢現実｣なるものを形づ-る､(言葉=虚構)の次元に他ならないだろう｡末尾に示される｢色は句へど散りぬるを｣という一節は､この意味で､その｢生｣について多様な思考を促しながらも､既に失われ､｢記録｣の言葉としてのみ留められる三人(ないし事件)を指し示すものであるとともに､端的に｢言葉｣それ自体の謂い(｢いろはにほへと-｣)であるとも見られるのである｡

四

最後に､ここまで検討してきた｢散りぬるを｣のあり方が持つ意

義について､若干の考察を付しておきたい｡

｢散りぬるを｣とほぼ同時期に発表された評論｢俗論｣(『時事新

報』､昭和九･七･十九～二十一)　において､川端は､｢私たちの作品で代作ならざるものはない｣･｢表現の具の言語そのものからして(中略)他人の代作を利用してゐるに過ぎぬ｣というように､文学作品に｢言語そのもの｣をはじめ他者の｢代作｣的要素が不可避的に入り込んでいることを強調するとともに､純粋なる｢創造｣などを夢想するのではな-､むしろ｢代作の汚濁の溢るる｣ことを志向する立場を提示している｡文学作品を形づ-る言葉が､常に他者の言葉の引用-反復(｢代作｣)　であるということを受け止め､むし



ろその地点にこそ文学の可能性を位置付けること｡それは､法的･精神医学的な言説　(『病的殺人の研究』)　の膨大な引用から織りなされる錯綜したディスク-ルを通じて､｢現実｣/｢非現実｣という通念的な二分法を徹底的に撹乱してい-｢散りぬるを｣のあり方の､ほとんど自解のように見ることができるだろう｡そしてそれは､人間の生を成り立たせ､また限界付ける言葉=虚構の次元を問題化し

I?I.

続けていた川端文学の理念的な方向性と､鮮やかに対応しているということも多言を要すまい｡｢散りぬるを｣に川端の(小説論)どしての性格を認めるとすれば､それは作中の｢私｣の部分的な発言になどではな-､こうした川端文学の方向性の先鋭的な提示という点においてであると考えられる｡

従来､一九三〇年代前半　(昭和六～八年前後)　は川端が内面的な

(初)

荒廃や小説家としての困難･危機を迎えていた時期とされており､｢散りぬるを｣に語り出される(小説)の困難も､時にこうした状

(〓l

況を示す一つの症例のごと-位置付けられてきた｡しかし､少なくとも川端の美大生に関わる伝記的情報を括弧に入れるならば､こうした評価は根底的に再考される必要があるだろう｡むしろ､｢散りぬるを｣が鮮明に提示しているのは､『雪国』をはじめとした諸作を　(特異な(美的世界)の表象などとして)特権的に価値付けてきた文学史的評価において等閑視されてしまうような､川端文学のすぐれて前衛的な方向性に他ならない｡詳細は別に譲りたいが､｢純文学｣　の危機をめぐる言説とともにへ　｢文学｣をめぐる理念的･方法論的な模索が多様に提起されてい-昭和十年前後のコンテクストと川端文学との関わりについても､以上の点から検討することがで

ー42)

きると考えられる｡｢散りぬるを｣はこのような意味で､従来『雪国』　の前史と見なされがちであった昭和十年前後の川端の試みの位相､さらには川端文学全般に関する定型化した評価の枠組みの問い直しに繋がる射程を持つテクストとして､改めて読み直されなければならない｡*引用した川端康成の文章は全て三十七巻本『川端康成全集』　(新

潮社､昭和五十五～五十九)　による｡なお引用にあたりへ　新字体を旧字体に改め､ルビを省略する等の改変を適宜施した｡本論文は､日本近代文学会東北支部第二十八回研究発表会(於弘前大学､平成十七･十二･二十四)　における口頭発表｢川端康成｢散りぬるを｣　の位相｣　にもとづき､大幅に加筆･修正したものである｡場内外で貴重な御教示を下さった方々に感謝を申し上げたい｡
注(-)　初出『改造』第一五巻第二号　(昭和八･二へ　原題｢散り

ぬるを｣)､『文学界』第一巻第三号(昭和八･二一､原題｢満子｣)､『改造』第一六巻第六号(昭和九･五､原題｢通り魔｣)､その後単行本『禽獣』　(野田書店､昭和一〇･五)　所収時に現行の形にまとめられた｡

(2)　｢『改造社販新日本文学全集川端康成集』あとがき｣　(改造

社､昭和一五･九)｡またへ　｢『抒情歌･禽獣』あとがき｣　(岩波文庫､昭和二七･六)でも川端は同様の発言を行っている｡

(3)具体的には､｢『鬼熊』の死と踊子｣(『改造』第一二巻第五号､

二三



昭和五･五)､｢それを見た人達｣　(『改造』第一四巻第五号､昭和七･五)､｢二十歳｣　(『改造』第一五巻第二号､昭和八･二)､｢田舎芝居｣　(『中央公論』第五〇年第五号､昭和一〇･五)､｢金塊｣　(『改造』第二〇巻第四号､昭和二二･四)が挙げられる｡

(4)｢実録的犯罪小説｣という呼称は'小林芳仁氏(｢川端康成の

実録的犯罪小説｣　(『国文学解釈と鑑賞』第五八巻第一二号､平成五･五)価)　による｡

(5)前掲｢『改造社販新日本文学全集川端康成集』あとがき｣

参照｡

(6)新城郁夫｢解体される犯罪小説-川端康成｢それを見た人達｣

をめぐってIL(『日本東洋文化論集琉球大学法文学部紀要』第四号､平成一〇･三)　参照｡

(7)　三島由紀夫｢解説｣(川端康成『眠れる美女』(新潮文庫､昭

和四二･一一)　所収)

(8)前掲｢『改造社販新日本文学全集川端康成集』あとがき｣

参照｡

(9)新城郁夫｢《小説》論のなかの『散りぬるを』-川端の犯罪

小説-｣(『立教大学日本文学』第七〇号､平成五･七)

(I e)｢川端康成の実録的犯罪小説ニー｢散りぬるを｣その事実と

虚構の美学IL(『国文学解釈と鑑賞』第五八巻第二一号､平成五･二一)､｢川端康成の実録的犯罪小説｣(『十文字国文』創刊号､平成七･三)｡

(H)｢『散りぬるを』における典拠と位相｣(田村充正他編『川端

二四

文学の世界-その生成』勉誠出版､平成一一･三)､｢『散りぬるを』における認識の背理と成就｣　(『国文学』第四六巻四号､平成二二･三)｡

(I 2)真鍋正宏｢通俗小説の偶然性-横光利一｢純粋小説論｣の偶

然概念をめぐってIL(『人文学』第一七二号､平成一四･一二)

(1 3)樋口久仁｢川端康成『散りぬるを』論-そのリアリティ生成

の論理についてIL　(『ノートルダム清心女子大学キリスト教研究所年報』第二七号､平成一七･三)｡なお､川端における｢写真｣という問題系で｢散りぬるを｣の重要性を指摘する議論としては､高根沢紀子｢川端康成と写真｣(田村充正ほか編『川端文学の世界4その背景』勉誠出版､平成一一･五)　もある｡

(1 4)川端の｢犯罪小説｣に対する近年の研究としては､前掲新城

郁夫｢解体される犯罪小説-川端康成｢それを見た人達｣をめぐって-｣､高橋真理｢川端康成の｢犯罪｣小説-｢『鬼熊』の死と踊子｣｢それを見た人達｣｢田舎芝居｣｢金塊｣IL(『明星大学研究紀要　(日本文化学部･言語文化学部)』第一二号､平成一六･二一)､井原あや｢川端康成｢｢鬼熊｣の死と踊子｣試論-｢英雄｣から｢戯画｣　へ､｢鬼熊｣　のつ-りかえを中心にIL(『大妻女子大学大学院文学研究科論集』第一五号､平成一七･三)､中嶋展子｢川端康成｢二十歳｣論-｢幼心｣と｢女性的なものL IL(『解釈』第五五巻第七号､平成二一･七)　参照｡
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前掲三島由紀夫｢解説｣前掲｢川端康成の実録的犯罪小説ニー｢散りぬるを｣その事実と虚構の美学IL前掲｢『散りぬるを』における典拠と位相｣片山氏が挙げていない所で､やや大きな改変点を幾つか指摘しておきたい｡①｢散りぬるを｣で三郎が｢法官に対してただ一つもらした愚痴らしい言葉｣として挙げられる､｢どうして蔦子さんの方が先きに目を覚ましてYれなかったんですかしらん｡｣という言葉は､『病的殺人の研究』　には見られない｡②｢散りぬるを｣の｢検事の聴取書｣における三郎の発言は､『病的殺人の研究』　の｢予審訊問調書｣　の記述と対応すると考えられるが､ここでは瀧子･蔦子の発言や､｢もう一度蔦子さんや輝子さんをびっくりさせてやらうと､にこにこ笑ひながら｣といった三郎の感情に関する表現等が追加されている-｡③三郎が｢嚇かし｣　の気持を持った理由について､｢散りぬるを｣では｢どうして二人を嚇かす気になったのか｡｣/｢どうといふことはありません｡そのときの気持たらうと思ひます｡｣/｢どういふ気持か｡｣/｢いたづらをしてみたい気特でせうと思ひます｡｣とされているのに対し､『病的殺人の研究』では｢どうしてそんな気になったか｡｣/｢酒を飲んで居た為かと思ひます｡｣とだけある｡このように｢法｣との関係において自らの正当なる位置を確

保しょうとする菊池の立場は､同時代における精神医学の広範な言説と明瞭に重なりあうものである　(芹沢一也『狂気と犯罪』､講談社+α新書､平成一七･一､参照)｡

(20)　実際の｢女性理髪師二名殺人事件｣　の裁判は､厳密にはこれ

と異なる経緯を辿っていると見られる｡『法律新聞』三一〇四号　(昭和五･四･一〇)　記載の大審院判決記事　(｢雑報四谷八重床殺しに無期懲役の大審院判例｣)　によると､被告の弁護人が､菊地ともう一人の鑑定人の鑑定書をもとに事件が｢無意識夢中の状態に於て｣為されたものであり､｢殺人罪｣にはあたらないと主張したのに対し､大審院は被告の行為が｢無意識的行為に出でたるものと認めず殺意を以って｣　(傍点引用者)　行われたとしてそれを退けている｡この意味で実際の裁判では､菊地の鑑定が全面的に採用されているとは認めがたい｡

(2 1)　前掲｢『散りぬるを』における典拠と位相｣(2 2)　前掲『病的殺人の研究』　二九四～二九七頁参照｡(2 3)　詳細は前掲新城郁夫｢解体される犯罪小説-川端康成｢それ

を見た人達｣をめぐってIL､前掲高橋真理｢川端康成の｢犯罪｣小説-｢『鬼熊』　の死と踊子｣｢それを見た人達｣｢田舎芝居｣｢金塊｣　ILを参照｡

(24)　前掲新城郁夫｢解体される犯罪小説-川端康成｢それを見た

人達｣をめぐって-｣参照｡

(2 5)　｢散りぬるを｣と探偵小説との類似性については､前掲新城

郁夫｢《小説》論のなかの『散りぬるを』-川端の犯罪小説

二五



IL､前掲真鍋正宏｢通俗小説の偶然性-横光利一｢純粋小説論｣の偶然概念をめぐってILにも指摘がある｡

(26)作中で繰り返し用いられる｢生命｣等の言葉の意味は一義的

には捉えがた-､片山倫太郎氏が述べる｢(私)の志向する目標物の総称の如きもの｣　(前掲｢『散りぬるを』における典拠と位相｣)という把握が穏当ではないかと考えられる｡

(2 7)前掲｢《小説》論のなかの『散りぬるを』-川端の犯罪小説

IL｡

(28)　前掲樋口久仁｢川端康成『散りぬるを』論-そのリアリティ

生成の論理についてIL｡

(29)｢彼女のあらはな生命｣という言葉が｢瀧子の裸の胸に写っ

たやうなもの｣と言い換えられていることにも明瞭なように､瀧子の｢生命｣を見いたす｢私｣の視線は樋口氏が強調する身体の細部ではな-'｢ほうと白い平面｣として写る｢胸｣､もしくは胸を中心とした身体全体に向けられていたと考えられる｡

(30)セルジュ･ティスロン『明るい部屋の謎写真と無意識』(育

山勝訳､人文書院､平成二二･八)

(3 1)　こ.のことは､長谷正人が指摘するように､写真における｢プ

ンクトゥム｣(見る者を突き刺す細部)が､｢ある時間的経過｣を経た｢内省的活動｣を通じて見出されるということに対応していると見られる　(長谷正人｢写真､バルト､時間-『明るい部屋』､を読み直す｣､青弓社編集部編『『明るい部屋』の秘密　ロラン･バルトと写真の彼方へ』　(青弓社､平成二〇

二六

･八)　所収)｡ただし､ここで強調しておきたいのは､瀧子の｢生命｣に対する｢私｣の視線が､あ-まで具体的な対象から時間的に隔たった地点で成立していることである｡

(32)松浦寿輝｢見ることの閉塞｣(『新潮』第八九巻第六号､平成

五･六へ　松浦寿輝『物質と記憶』､思潮社へ　平成三一･一二へ所収)､桶谷行人編『近代日本の批評昭和篇(上)』　(福武書店､平成二･一二)　など｡

(33)前掲片山倫太郎｢『散りぬるを』における認識の背理と成就｣(3 4)　このような｢私｣のあり方は､特に雑誌初出形　(原題｢散り

ぬるを｣)　で詳細に示される､｢睡眠｣に関する｢百科辞書｣や仏典の記述に思考を誘い出されてい-あり方に顕著な形で表されていると言える｡ここで｢私｣は､辞書の｢睡眠火山｣をめぐる記述から瀧子たちの身体を　｢火の燃えるやうな
ママ

生き生きしさ｣で感じていき､さらには｢睡眠｣/｢眠り｣という語の音と合わせる形で'｢水蜜桃､眠貝､眠草へ　合歓の花｣と､娘達の眠りとセクシュアリティを暗示するような言葉を連想的に意識に呼び出してい-のである｡なお､現行形におけるこの一節の削除は､川端の｢文学的自叙伝｣でも論及される､林房雄の文芸時評(林房雄｢二月作品評｣､『文学界』､昭和八･一二)　における批判を容れたものではないかと推測することができる｡林は｢散りぬるを｣に高い評価を与えつつも､｢引用されてゐる辞典の文句など｣を｢悪い道楽｣･｢原稿紙うづめの怠け手段｣と断じているが､物語内容との関係だけで見れば｢必然性のない｣　(柿)　と見える
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せよ､この一節が｢散りぬるを｣　の特徴的なあり方を端的に示すものであったことは確かであるように思われる｡前掲樋口久仁｢川端康成『散りぬるを』論-そのリアリティ生成の論理についてI｣｡同右｢私は-思ひがつてゐるのではないかしら｣など､自身の思
考や心理の理由の不確かさ､捉え難さを示す表現の多さは､こうした語りの性格と対応していると見られる｡前掲片山倫太郎｢『散りぬるを』における認識の背理と成就｣

/

詳細は'拙稿｢初発期川端康成における｢表現｣理念-ベネデット･クローチェの受容を視座にIL　(『比較文学』第四七巻､平成一七･三)､同｢川端康成｢抒情歌｣　の方法I　｢夢｣の破れ目-｣　(『文芸研究』第一六一集､平成一八･三)　などを参照されたい｡奥出健『川端康成『雪国』を読む』　(三弥井書店､平成元･五)､片山倫太郎｢昭和八年の川端康成｣　(『川端文学への視界』第八号､平成五･六)　など｡前掲片山倫太郎｢昭和八年の川端康成｣参照｡真鍋正宏氏は｢散りぬるを｣を､｢通俗小説的な側面と､私小説すなわち､いわゆる純文学の側の側面を併せ持つ｣ような形式を備えると共に､｢偶然と必然の問題､および感傷性｣というトピックが作中に見られるという点で､横光の｢純粋小説論｣に先行するテクストとして位置付けている(前掲｢通俗小説の偶然性-横光利一｢純粋小説論｣の偶然概念をめぐ

ってIL)｡示唆的な見解であるが'ここで注目しておきたいのは､川端が､横光の｢純粋小説論｣をはじめとした同時代の文学言説を熱心に追求する姿勢を示しっつも､その中で重要なトピックであったはずの｢偶然性｣という問題についてはほとんど顧みていないということである　(｢｢純粋小説論｣の反響｣､初出『文襲春秋』第二二年六号　(昭和一〇･六)､『新潮』第三二年七号　(昭和一〇･六)　参照)｡このことは､｢小説｣を超越的な立場から制御しょうとする｢小説家｣　の位置そのものの失効を提示する｢散りぬるを｣　のありようとも関連付けうるだろうが､この問題を含めた川端の言説･実践の同時代的な位相については別に検討する機会を待ちたヽ　O
IV


